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地域コミュニティ活性化に向けた検討資料（条例に盛り込むべき項目と計画に盛り込むべき項目の整理）提言１５～３２ 

 

（Ａ：条例に盛り込むべき項目 Ｂ：計画に盛り込むべき項目） 

提 言 区分 検討内容，意見等 意見整理 

Ａ 円滑な協議を進める制度  

15 

◆建設時・販売時・入居時のそれぞれの段

階で，地域との交渉と交流の窓口を明確

にさせる 

・建設・販売業者等の窓口担当者の届出 
Ｂ 

対象とする住宅の範囲，届出の受付から地域

住民組織へ提供するまでの具体的手続きを

規則で定める 

（１）内容 

・窓口担当者について、確認申請時等の際

の付加手続きとして導入 

①地域との共生・対話に関する施設や設備

の記載用紙を提出 

 →行政担当窓口に提出 

 →任意提出。ただし公表対象 

 →地域組織とは事前協議を行うよう努め

る 

②計画、設計、施行、販売、管理、それぞ

れの段階で窓口となるべきものの名前

と連絡先を記載したものを京都市及び

窓口となる地域組織にそれぞれ提出 

 →任意提出。ただし公表対象 

（２）主体 

・窓口は、都市計画局建築審査課 

（３）留意・調整点 

・①について、地域組織窓口の紹介をどう

するか。地域づくり推進課、もしくは新

設（？）のマンションセンター（仮称）

で行うか 

・②について、個人情報等に問題はない

か？ 

⇒15，16，17 を一連の手続きとして規則で

定めるべき（乾） 

 

Ａ 円滑な協議を進める制度  

◆マンション建設への対応は地域全体の

課題として取り組もう 

・①，② 

マンション建設の対応に自治連合が関

与 

Ｂ 

対象とする住宅の範囲，届出の受付から地域

住民組織へ提供するまでの具体的手続きを

規則で定める 

地域側の仕組みの整備 

（１）内容 

・上記で提出したそれぞれの窓口に対し

て、地域組織として地域との共生・対話

に関する設備や体制について申し入れ

る仕組みを導入する 

・必要に応じて、管理規約にも記載する（管

理組合としての努力義務として） 

・賃貸物件については、管理会社を窓口に

した地域との交流・情報交換に関する取

り決め事項も検討、明文化する 

（２）主体 

・窓口、仲介は地域づくり推進課（もしく

は新設の(仮称)マンションセンターか）

（３）留意・調整点 

・地域組織に窓口が設置されない場合は、

機能しない 

・中高層条例の「建築紛争に係る調整及び

調停制度」のようなマネジメントまで必

要か？ 

⇒15，16，17 を一連の手続きとして規則で

定めるべき（乾） 

 

Ａ 

本市の役割⑷必要な施策を講じる，⑸地域の

将来構想を尊重する，地域の活動支援，⑺体

制の整備 

 

16 

・③，④ 

建築協定や地区計画の利用→専門家の

派遣 
Ｂ 

市関係部局等による協議が必要 

（１）内容 

・専門家派遣 

①一般的なまちづくりは、「まちづくりア

ドバイザー」 

  （文化市民局地域づくり推進課） 

②地区計画等の計画づくりは「専門家派

遣」 

  （都市計画局都市づくり推進課＆景観・

まちづくりセンター） 

③相談や情報提供業務は、新設の「（仮称）

マンションセンター」 
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（都市計画局所轄？文化市民局？） 

（２）主体 

・上記に記載 

⇒建築協定や地区計画の部分は，この部分か

らは外したほうがいいのでは（乾） 

 

 

 

Ａ 重要事項説明の際の地域情報の提供  

 

◆マンション内で，居住者の良好なコミュ

ニティが形成されるよう，行政も地域も

働き掛ける 

・①，②，③ 

販売業者から入居者へ地域情報が伝わ

るような仕組みの構築 

Ｂ 

地域情報の入手から業者に依頼するまでの

手続き等 

（１）内容 

・分譲時もしくは仲介時の「重要事項説明」

の項目に、地域からの申し入れがあった

場合、地域組織や地域情報等に関する内

容を加える。必要に応じて資料やニュー

ス、広報誌などを添付する。 

・事業者による任意事項。（検証のしよう

がないのでは…？） 

（２）主体 

・新設の「（仮称）マンションセンター」

による扱い事項 

（３）留意・調整点 

・説明をした、配付をした、という証明が

難しい 

・担当するセクションについて 

⇒15，16，17 を一連の手続きとして規則で

定めるべき（乾） 

⇒中古マンション，賃貸マンションの流れを

コントロールする規則も必要（乾） 

 ◆中古マンション 

  ・協力事業者を登録してもらい，17 の

手続きをお願いする流れか（乾） 

 ◆賃貸マンション 

  ・管理会社と所有者に「入居者同士のコ

ミュニティの形成，入居者と地域との

交流促進に努めること」「地域の要請

があれば地域情報を入居者に伝える

こと」という一般義務を規則に明記し

たうえで，登録してもらい協力業者と

して公表。顕彰する（乾） 

 

Ａ 相談及び情報の提供，専門家の派遣  

17 

・④ 

入居段階でのマンション居住者と地域

組織との交流の場の設定 Ｂ 

（１）内容 

・マンション入居者を地域組織に迎えるに

あたり、その説明会や歓迎会、交流会等

において、京都市による支援・サポート

を行う 

①コーディネーターの派遣（まちづくりコ

ーディネーターか） 

②パンフレット等の作成支援（作成費用

等） 

（２）主体 

・新設の「（仮称）マンションセンター」

による扱い事項 

（３）留意・調整点 

・②の資金支援は、自治連合会単位か、も

しくは町内会単位も良しとするか？ 

 

Ａ 
地域住民と地域自治を担う住民組織との交

流に積極的に協力した事業者を顕彰，公表 
 

 公表・顕彰 

Ｂ 

（１）内容 

・上記について、主旨を理解し、積極的な

取組を行った事業者の名前を公表し、特

に優れた取組を行った事業者について

顕彰する 

（２）主体 

・新設の「（仮称）マンションセンター」

・京都市文化市民局地域づくり推進課のい

ずれか 

（３）留意・調整点 

・公表については、内容と会社名をリスト

として公表することは可能。しかし顕彰

は難しい（地域により事情が異なるた

め）。 

・リストを公表する際には、要項を定める

必要がある。 

⇒規則で定めるべき（乾） 
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 支援組織づくり Ｂ 

（１）内容 

・地域と共生するマンション、もしくは一

群の分譲住宅地開発を展開していくた

めに、総合的に支援するポータルサイト

として「(仮称)マンションセンター」を

設置する。 

（２）主体 

・都市計画局内か？ 文化市民局内か？ 

（３）留意・調整点 

・当初からスタッフを配置してスタートす

るのは難しい。 

 ・当面は、兼任窓口？ 

 ・イメージとしては、今ある「住宅政策課

分譲マンション支援係」のような特化し

た窓口？ 

 ・２３年度は予算がないので、手続き的な

もののみの窓口業務か？ 

 ・スタートするまでは、どこのセクション

が行うか？ 

⇒絶対計画に明記すべき。 

市の中ではなく，外部ＮＰＯとの共同，委

託というイメージで提案してはどうか

（乾） 

 

Ａ 相談及び情報の提供，専門家の派遣  

18 

◆専門家派遣制度を含め，地域活動支援を

充実させる 

・専門家派遣等，地域活動支援の充実 Ｂ 
各部署の専門家による協議の場の設定 

→充実のための具体的方針の計画が必要 

 

 

Ａ 広報及び啓発  

19 

◆行政の保有する地域が使える支援メニ

ューを明確にし周知する 

・地域が使える行政の支援メニューのリス

ト化と周知 
Ｂ 

関連部署のメニューの整理及び取りまとめ 

それをどのように周知するか 

 

 

20 

◆できれば学区単位で，小さな地域活動，

サークル活動に使える場所を提供する 

・地域活動等に使える場所の提供 

Ｂ 

関係部署による協議 

「関係部署による協議」とあるのは、「いま

各部署と協議しているからもう少しして提

案する」という意味でしょうか？（以下共通）

→「関係部署による協議」と記載しているの

は，来年度の計画策定に向け，複数の課等と

協議が必要であり，現時点では具体的内容が

明記できないためです。 

 

Ａ 
相談及び情報の提供，広報及び啓発 

計画は？これはいちばん簡単にできる 

 

 
21 

◆地域運営の参考書として「地域活動ハン

ドブック」を作成する 

・地域活動ハンドブックの作成 Ｂ 地域活動ハンドブック（仮称）の作成，配布  

Ａ 

相談及び情報の提供，専門家の派遣 

計画は？早急に求められていてかつ比較的

簡単にできる手当て。ひとつの目玉になる 

 

 
22 

◆各区役所の転入受付で，地域活動の宣伝

パンフレットを配布する 

・区役所転入受付で地域活動宣伝パンフレ

ットの作成，配布 Ｂ 地域活動の宣伝パンフレットの作成，配布  

Ａ 体制の整備  

23 

◆地域組織と市行政が，実質的にも形式的

にもパートナーシップの関係となるた

めに，市行政の制度と仕組みの整備を行

う 

・地域組織と市がパートナーシップの関係

となるための市の制度と仕組みの整備 

Ｂ 

関係部署による協議 

地域コミュニティ活性化を支援するための

取組がより有効性を持つよう、庁内担当体制

の強化や様々な部署・担当者の連携と情報交

流の強化、地域コミュニティ活性化の推進と

支援に総合的に関わる部署の設置、地域の主

体等との窓口の一本化など、必要な庁内体制

の整備を行う。…条例案のときに書き込んで

「これは計画で」といわれた文言です。 
せめてこれに対応する具体策の提起が必要

かと思います（以下 24～２７も含めて、今

回の計画でいちばん大事な部分だと思って

います＝具体的一歩が必要です） 

 

24 ◆行政組織の業務の流れを変える Ａ 体制の整備  
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・地域コミュニティ活性化担当部署の設置

及び情報の整理 Ｂ 関係部署による協議  

Ａ 体制の整備  

25 

◆現行の「まちづくり推進課」の，「地域

に入る」役割を充実強化する 

・区まちづくり推進課の「地域に入る」役

割強化 
Ｂ 関係部署による協議  

Ａ 体制の整備  ◆密に地域とコンタクトし，アドバイスで

きる学区担当者を配置する 

①学区担当者の配置 Ｂ 関係部署による協議  

26 

②区まちづくり推進課職員と消防・警察等

との情報交流の場の設定 
Ｂ 関係部署による協議  

Ａ 体制の整備，職員の研修  

27 

◆地域と信頼関係を取り結び，まちづくり

の専門知識・技能を備えた職員を育て，

配置する 

・区まちづくり推進課へのエキスパート配

置，長期間配置 

Ｂ 関係部署による協議，研修計画の策定  

28 

◆まちづくり推進課に，地域連携の必要性

を理解し，地域とのパートナーシップに

関わる意欲を持つ職員を配置する 

・区まちづくり推進課への意欲のある職員

の配置 

Ｂ 

（実施済み） 

これは継続される保証はあるのでしょう

か？ 

区まち推だけでなく、24 で提案している「コ

ミュニティ活性化担当部署」関連すべてに応

用する方向を示したい 

 

Ａ 体制の整備  

29 

◆「まちづくりアドバイザー」制度を強化

する 

・まちづくりアドバイザー制度の 

強化 
Ｂ 

今後の活用方針の検討 

具体的方向性は？ 

 

 

30 

◆まちづくり推進課担当者同士の情報交

換・交流の場を常設する 

・区まちづくり推進課担当者同士の情報交

換・交流の場の常設 

Ｂ 
場の持ち方の検討 

具体的提案は？ 

 

 

Ａ 職員の研修  

31 

◆全庁的に職員教育を行い，「地域との連

携」の重要性を周知させる 

・地域との連携の重要性についての職員研

修 
Ｂ 

関係部署による協議，研修計画の策定 

どこが責任を持って研修やガイドブック作

成を行なうのか、役割の明確化が必要 

 

 

Ａ 職員の研修  

32 

◆地域との連携の重要性やノウハウをま

とめ，職員向けに「（仮称）地域連携ガ

イドブック」を作成し配布する 

・職員向け「地域連携ガイドブック」の作

成，配布 

Ｂ 関係部署による協議，ガイドブックの作成  

 
懇話会提言には、地域コミュニティで頑張ること（上記緑文字部分）、市行政が頑張ること（上記青文字と赤文字部分）とにわかれています。 
このうち緑文字部分は、地域側の実情や体制によって左右されますので細かい計画を書いても意味がありません。計画（市の仕事）として書くべきは地域

コミュニティに頑張ってもらうための「支援・アドバイスの充実」と「地域自治を担う組織との連携の強化」という項目になるはず。 
市ががんばる項目のうち、青字の部分は、共同住宅などに対する計画としてきちんとわけて整理してください（条例でもそうなっている） 
 
 
 


